
第６章 保存管理の方針



第１節 土地利用の変遷と地域特性によるゾーニング
第１章で挙げた既往の調査によって明らかになった、住民意見を総括したゾーニング、及び原風景形成期間か

ら空間利用の保たれているゾーンを同一図内に表示する（図６－１、図６－２）。以下に鉄輪・明礬温泉地区の
傾向を述べる。

１ 鉄輪温泉地区
住民ワークショップによって「商業・観光ゾーン」として位置づけられた部分は、原風景形成期から空間利用

が保たれているゾーンの大部分が存在する。共同温泉を中心に湯治場として発展してきた対象地区は、生業によ
り発展してきたと捉えられる。住民から商業・観光ゾーンと捉えられていることも、この歴史的背景が大きく影
響しており、住民の認識と合致していることが分かる。また、北西部に存在する「自然ゾーン」は、原風景形成
期以前から森林が分布しており、住民の自然として保つべきだとする方向性と対象地区に築かれてきた歴史的な
空間利用の実態が合致していることが把握できる。

図６－１ 原風景形成期二期［１９５０～１９７２年］から空間利用の保たれているゾーンと住民意見による
ゾーニング［鉄輪温泉地区］
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２ 明礬温泉地区
原風景形成期から旅館・貸間として空間利用が保たれているゾーンは、「商業・旅館ゾーンと位置付けられ、

共同浴場や旅館とともに栄えてきたことが住民に認識されている。「生活ゾーン」と位置付けられた地区北部で
は、原風景形成期から旅館・貸間として利用されている土地がなく、住民の捉え方と合致していることが分かっ
た。地区を囲むように分布している「自然ゾーン」は原風景形成期から森林として存在しており、これらは現在
の住民にとっても守っていくべきものと捉えられていることから、住民の考える方向性と対象地区に築かれてき
た歴史的空間利用が合致していることが確認できる。

図６－２ 原風景形成期［１８８５～１９３６年］から空間利用の保たれているゾーンと住民意見による
ゾーニング［明礬温泉地区］
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第２節 生活・生業と住民意見に基づいた今後の行為規制の方向性
１ 鉄輪温泉地区における各要素の規制の方向性
① アンケート結果
作成したモンタージュ写真の前と後を住民に提示し、どちらが良いか、またその理由に関してアンケート調査

を行った。図６－３は実際に住民に配布したアンケートの例である。このようなアンケートで１０シーン全て示
す。この集計結果を表６－１、６－２に示す。

１．ＡとＢどちらか良いと思う方に○を付けてください。

Ａ Ｂ
２．下の写真の中で良いと思う部分に○を、悪いと思う部分に△を付けてください。
＊時間があれば理由もお書きください。

①

図６－３ アンケート例［鉄輪温泉地区］

表６－１ アンケート結果［鉄輪温泉地区］
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表６－２ アンケート結果の要素別集計［鉄輪温泉地区］

表６－１より１０シーン中７シーン（シーン①、④、⑩以外）では、明確な住民の意向を把握することができた。
その一方で、シーン①のように、意見が割れるものやシーン④やシーン⑩のように無回答の意見が多いものも
あった。意見の割れたシーン①は眺望写真のモンタージュで、建物の壁面を白色に変化させている。アンケート
の記述から、白壁が良いとする住民と、全てを白色に統一することに違和感を持った住民がいたため意見が割れ
たと考えられる。
表６－２ではアンケートで抽出された意見を要素ごとに分類し示している。「良い」とされた意見としては建

築物の屋根の素材を瓦にするという意見が最も多い。「悪い」とされた意見としては、電柱・電線の存在という
意見が最も多く、次いで屋根が陸屋根、障壁がコンクリートブロックという意見が多く挙げられた。要素の項目
でみると、建築物の建築等、工作物の建設等、屋外広告物についての意見が多く挙げられた。
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図６－４ 町並み景観（左）と眺望景観（右）［鉄輪温泉地区］

② スケッチ作業による意見抽出
各要素の方向性を検討し写真上に書き込んでいくスケッチ作業を行う。各班で町並み景観・眺望景観の二つの

写真（図６－４）をもとに、住民の目指す各要素の方向性を把握する。表６－３ではスケッチ作業で抽出された
住民意見を要素ごとにまとめた。

抽出された自然、建築物の形態・意匠、素材、障壁、電柱・電線、ガードレール、工作物、緑化に関する住民
意見は、どの意見も方向性が似ていた。その一方で、建築物の色彩、屋外広告物に関する住民意見は、割れるも
のも見られた。屋外広告物は、目立たないと意味がないと考える人と、統一感を持たすべきと考える人がいたた
め、意見が割れたと考えられる。
表６－３では抽出意見を過去・現在・未来のどの状態を示す意見であるか、記号を用いて分類している。未来

の状況を示す意見が最も多く、将来に対する住民の考えを把握することができた。また歴史性を考慮して出され
たと考えられる意見には、○印を付けて示している。
この結果をまとめ図６－５に目指すべき当該地域の行為規制の方向性を示す。
町並み景観からは、障壁、屋外広告物、電柱・電線、ガードレール、工作物、木竹の植栽の６項目に関する方

向性の導出ができた。眺望景観からは、自然、建築物の屋根の形態・素材、建築物の壁面、電柱・電線の４項目
という行為規制の方向性を導出することができた。
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表６－３ スケッチ作業で抽出された住民意見［鉄輪温泉地区］
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図６－５ 各要素の規制の方向性［鉄輪温泉地区］
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図６－６ アンケート例［明礬温泉地区］

２ 明礬温泉地区における各要素の規制の方向性
本項では第１回明礬温泉地区ワークショップより、歴史性を踏まえた住民意見の抽出を行い、各要素の規制の

方向性を導出する。また導出された方向性をもとに、第２回明礬温泉地区ワークショップにおいて、方向性の確
認や新たな提案の検討が必要となる課題の導出をする。そして、第２回明礬温泉地区ワークショップにおいて、
再度住民意見の抽出を行い、その結果より、明確な各要素の規制の方向性と将来像の導出を行う。

① アンケート結果（第１回明礬温泉地区ワークショップ）
作成したモンタージュ写真の前と後を住民に提示し、どちらが良いか、またその理由もアンケートで答えても

らう。図６－６は実際に住民に配布したアンケートの例である。このようなアンケートで１１シーン全て示す。こ
の集計結果を表６－４、６－５に示す。

表６－２４より、全１１シーン中９シーン（シーン③、⑥以外）では、明確な住民の意向を把握することができた。
その一方で、シーン⑥のように意見が割れるものやシーン③のように判断できずに無回答の意見が複数見られる
ものある。

１．ＡとＢどちらか良いと思う方に○を付けてください。

Ａ Ｂ
２．下の写真の中で良いと思う部分に○を、悪いと思う部分に△を付けてください。
＊時間があれば理由もお書きください。

①
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表６－４ アンケート結果［明礬温泉地区］

表６－５ アンケート結果の要素別集計［明礬温泉地区］
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図６－７ 町並み景観課（左）と眺望景観（右）［明礬温泉地区］

表６－５ではアンケートで抽出された住民意見を要素ごとに示す。建築物や工作物、屋外広告物等において、
歴史性を考慮して変化させた景観を「良い」とした意見が多く見られた。「良い」とされた理由としては、擁壁
が別府石であるという理由が最も多かった。「悪い」とされた意見は、電柱・電線の存在が挙げられた。また、
旅館・住宅の双方において、壁面は白色よりも茶色といった落ち着いた色調を好む傾向が見られた。第１回明礬
温泉地区ワークショップのアンケートでは変化項目の内容により「建築物の高さ」、「道路後退」といった指摘さ
れていない要素が見られた。

② スケッチ作業による意見抽出（第１回明礬温泉地区ワークショップ）
各要素の方向性を検討し写真上に書き込んでいくスケッチ作業を行う。各班で町並み景観・眺望景観の二つの

写真（図６－７）をもとに、住民の目指す各要素の方向性を把握する。表６－６ではスケッチ作業で抽出された
住民意見を要素ごとにまとめた。第１回明礬温泉地区ワークショップにより導出された意見を図６－７に示す。
赤字が方向性を示し、黒字が具体的内容を示している。

表６－６では抽出意見を過去・現在・未来のどの状態を示す意見であるか、記号を用いて分類している。未来
の状況を示す意見が最も多く、将来に対する住民の考えを把握することができた。また歴史性を考慮して出され
たと考えられる意見には、○印を付けて示している。この結果をまとめ図６－８に目指すべき当該地域の景観の
方向性を示す。
町並み景観からは、電柱・電線、共同浴場、道沿いの演出、道路、建築物の障壁、建築物の壁面の６項目に関

する方向性の導出ができた。眺望景観からは、自然、ガードレール、屋外広告物、擁壁、湯の花小屋、建築物の
屋根、建築物の壁面、電柱・電線、道路の９項目に関する方向性の導出ができた。
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表６－６ スケッチ作業で抽出された住民意見［明礬温泉地区］
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図６－８ 各要素の規制の方向性［明礬温泉地区］

398



③ アンケート結果（第２回明礬温泉地区ワークショップ）
第２回明礬温泉地区ワークショップのアンケートでは、作成したモンタージュ写真をもとにアンケートを行
う。シーン①および②のアンケートでは複数のパターンの景観より、良いと思われるパターンの写真を選択して
もらい（複数可）、またその理由等もアンケートで答えてもらう。残りのシーン③および④のアンケートでは、
第１回明礬温泉地区ワークショップのアンケートと同様の方法で行う。図６－４６は実際に住民に配布したアン
ケートを例として示す。このアンケートの集計結果を表６－７、６－８に示す。

１．良いと思う写真の番号に○を付けて下さい。（複数可）
２．また、写真の下に選んだ理由をお書きください。

①

図６－９ アンケート例［明礬温泉地区］
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表６－７ アンケート結果［明礬温泉地区］

表６－８ アンケート結果の要素別集計［明礬温泉地区］
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図６－１０ 町並み景観（左）と眺望景観（右）［明礬温泉地区］

表６－７より、シーン①および②については明確な偏りは見られなかったが、建築物の壁面については白系よ
り茶系の色彩を好む傾向が見られた。また、道の素材については土より石畳の素材を好む傾向が見られた。シー
ン③および④については明確な住民の意向を把握することができた。
表６－８ではアンケートで抽出された住民意見を各要素に分類し、示す。良い意見と悪い意見の双方で建築物

の高さ、建築物の素材・色彩、道路についての意見が多く見られた。中でも建築物の高さに関する意見では、高
層より低層を好む意見傾向が見られた。

④ スケッチ作業による意見抽出（第２回明礬温泉地区ワークショップ）
各要素の方向性を検討し写真上に書き込んでいくスケッチ作業を行う。各班で町並み景観・眺望景観の二つの

写真（図６－１０）をもとに、住民の目指す各要素の方向性を把握する。表６－９ではスケッチ作業で抽出された
住民意見を要素ごとにまとめた。

表６－９では抽出意見を過去・現在・未来のどの状態を示す意見であるか、記号を用いて分類している。未来
の状況を示す意見が最も多く、将来に対する住民の考えを把握することができた。また歴史性を考慮して出され
たと考えられる意見には、○印を付けて示している。
この結果をまとめ図６－１１に目指すべき当該地域の行為規制の方向性を示す。
町並み景観からは、電柱・電線、建築物の壁面、屋外広告物、道路の４項目に関する方向性の導出ができた。

眺望景観からは、自然、ガードレール、屋外広告物、建築物の高さ、建築物の屋根、電柱・電線、障壁の７項目
に関する行為規制の方向性を導出することができた。
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表６－９ スケッチ作業で抽出された住民意見［明礬温泉地区］

402



図６－１１ 各要素の規制の方向性［明礬温泉地区］
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第３節 行為規制の方針
別府市は平成１７年に景観行政団体となり、平成２０年３月に行政区域全体を対象として「別府市景観計画」を策
定し、一定の基準を超える建築物の建築等については届出を必要とする形の行為規制を行っている。また、温泉
の掘削についても、温泉法や「大分県温泉法施行条例」（平成１１年１２月２４日大分県条例第４３号、最終改正 平成
２０年９月１２日大分県条例第４２号）に基づいた大分県環境審議会温泉部会の内規により、特別保護地域では代替掘
削を除き原則として掘削を禁止し、保護地域やその他の地域でも新規掘削を制限するなどの規制がされている。
文化的景観については、既存の計画に定められている規制で保存し、カバーできない部分にのみ最小限の規制を
設けて、景観計画や地区住民活動との調和を図る。また、市の将来にわたる事務事業を決定する実施計画の策定
段階において、事業関係各課による事前協議を義務付け、文化的景観の保護に沿うよう図る。
重要な景観構成要素の滅失、き損や現状変更等については、それぞれ文化庁長官に対する届出が必要とされて

いる。現状変更等については、景観法に基づく届出とは別に文化庁長官宛に届出を行うよう指導、助言を行う
（表６－１０・１１参照）。
鉄輪温泉地区は都市計画法の高度地区に該当し、景観形成重点地区として、「別府市景観計画」に加え「鉄輪

温泉地区温泉湯けむり重点景観計画」（平成２１年３月策定）が施行されており、建築物の高さ制限や届出を必要
とする形の行為規制がされているほか、一部では土砂災害特別危険区域や砂防指定区域としての行為規制が適用
されている。よって、先述の計画等による規制を準用し、重要な景観構成要素の保存に必要な点は文化庁長官に
届出を行うよう指導、助言を行い、文化的景観の保存を図る。
明礬温泉地区は都市計画法の風致地区に該当し、「別府市景観計画」に加え「風致地区内における建築等の規

制に関する条例」（昭和４５年３月３１日大分県条例第１７号、最終改正 平成１７年３月３１日大分県条例第３１号）によ
り、建築物等の高さ制限が１５mを上限として設定され、建築物等の新築や改築等で床面積が１０㎡を超える場合
などに、大分県知事の許可が必要とする形での行為規制がされている。それと同時に、地すべり防止区域として
の行為規制が適用されている。また、景観に対する住民意識が高く、将来的に景観形成重点地区となる可能性を
見越して、文化的景観にふさわしい形の修景等に対する住民並びに関係部局の理解を得て、連携できるよう調整
を図る。
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表６－１０ 重要な景観構成要素の現状変更等の行為に関する文化庁長官宛の届出範囲
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表６－１０ エリアで指定する現状変更等の行為に関する文化庁長官宛の届出範囲
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